
協議第１８号  
 
   合併協定項目一括提案について  

 
以下の協定項目について、次のとおり一括提案する。  

 
１～１６ 略 

 

１７ 高齢者福祉事業の取扱い  

 
（１） 老人保健福祉計画については、合併する年度の翌年度に策

定する。それまでの間は、１市３町の各計画の集合をもって、

新市の計画とする。 

（２） 敬老会については、合併する年度の翌々年度に再編する。

それまでの間は、現行のとおりとする。 

（３） 高齢者慶祝事業については、合併時に再編する。 

（４） 敬老祝金については、合併する年度の翌年度に再編する。

それまでの間は、現行のとおりとする。 

（５） ねたきり老人等介護手当等支給事業については、合併時に

再編する。 

（６） ねたきり老人等おむつサービス事業については、合併する

年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりと

する。 

（７） 老人福祉センター等の運営管理については、合併する年度

の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。 

 

 
１８～２１ 略  
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